
火を使用する 

設備又は器具がある？ 

YES 設置義務あり※ 

設置義務なし NO 

 

設置が義務付けられた消火器は，６か月ごとに点検し，その結果を１年に１回所定の様式

で管轄の消防署に報告する必要があります。 

 

 

１５０㎡未満の飲食店等への消火器具の設置については，すでに市町村条例で義務付けら

れている地域もありますが，２０１９年１０月１日以降に設置されていなければ消防法令

違反となりますので，新たに飲食店等を営む場合は，管轄地域を御確認の上，裏面の県内

各消防本部へ連絡し，適切な指導を受けていただくようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔改正概要〕 
２０１６年１２月２２日に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の出火原因が大型こんろの消し忘れ

であり，この火災を受けて消防法令が改正されました。これまで延べ面積１５０㎡未満の飲食店は消

防法による消火器具の義務設置はありませんでしたが，今回の改正により２０１９年１０月１日から

厨房設備，こんろ，調理用器具などの火を使用する設備や器具（ＩＨクッキングヒーターは対象外）

を設けた飲食店等において，原則として延べ面積にかかわらず，消火器具の設置が必要となります。 

飲食店等経営者の皆さんへ 

２０１９年１０月１日から小規模な飲食店等 

にも消火器具の設置が義務化されます！ 

お問い合わせは，裏面の消防本部または下記連絡先へ 

宮城県総務部消防課 予防班 〒９８０－８５７０ 宮城県仙台市青葉区本町３丁目８番１号 

TEL ０２２－２１１－２３７４ 

※以下の装置があれば消火器具の設置を免除できます。 

○ 調理油過熱防止装置 

○ 自動消火装置（火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの） 

○ その他の危険な状態の発生の防止及び発生時における被害を軽減する安全機能を有す

る装置（例：圧力感知安全装置，グリル過熱防止機能，グリル消し忘れ消火機能＋あふれ防止機能） 

飲食店 

消防用設備等の点検・結果報告 

 

新たに飲食店等を経営する皆さんへお願い 

 



 

    

 

 

宮城県内各消防本部の管轄市町村及び連絡先 
 

消防本部 担当課 管轄市町村 電話番号 

仙台市消防局  予防課 仙台市 ０２２－２３４－１１１１ 

名取市消防本部 予防課 名取市 ０２２－３８２－０２４２ 

岩沼市消防本部 予防課 岩沼市 ０２２３－２２－５１７１ 

栗原市消防本部 予防課 栗原市 ０２２８－２２－１１９２ 

登米市消防本部 予防課 登米市 ０２２０－２２－１９００ 

塩釜地区消防事務組合

消防本部 
予防課 

塩竈市・多賀城市・松島

町・七ヶ浜町・利府町 
０２２－３６１－１６１６ 

大崎地域広域行政事務

組合消防本部 
予防課 

大崎市・色麻町・加美町・

涌谷町・美里町 
０２２９－２４－４２６８ 

黒川地域行政事務組合

消防本部 
予防課 

富谷市・大和町・大郷町・

大衡村 
０２２－３４５－３９４４ 

亘理地区行政事務組合

消防本部 
予防課 亘理町・山元町 ０２２３－２９－４４９２ 

石巻地区広域行政事務

組合消防本部 
予防課 石巻市・東松島市・女川町 ０２２５－９５－７１６７ 

仙南地域広域行政事務

組合消防本部 
予防課 

白石市・角田市・蔵王町・

七ヶ宿町・大河原町・村田

町・柴田町・川崎町・丸森

町 

０２２４－５２－１０５０ 

気仙沼・本吉地域広域

行政事務組合消防本部 
予防課 気仙沼市・南三陸町 ０２２６－２２－６６９３ 

 


